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     ■  登記必要書類  
    （ 相 続 登 記 ：  「 遺 言 書 が な い 場 合 」 の 一 般 的 な 相 続 登 記 ）  
 
 
    【 被 相 続人：  亡 く なられた方  に つ い て ．．  】  

  ①  住 民 票 除票：被相続人の死亡の記載のあるもの  

  ②  除 籍 の 謄本：被相続人の出生～死亡までの記載のあるもの全て  
           ⇒  本 籍 の 移 転 ・ 戸 籍 の 改 製 な ど 、 途 中 経 過 が  
            切 れ 目 な く 連 続 し て い る 必 要 が あ り ま す 。  
       転 籍 に よ る 除 籍 謄 本 ・ 改 製 に よ る 改 製 原 戸 籍 等 、 す べ て 必 要 で す 。  
       ま た 火 災 等 に よ る 消 失 ・ 廃 棄 処 分 な ど の 理 由 で 証 明 書 が 発 行 さ れ  
       な い 場 合 に は 「 発 行 で き な い 旨 」 の 証 明 書 を 取 得 し て 添 付 し ま す 。  
                 ↓  
            別 途 「 他 に 相 続 人 は い な い 旨 」 の 上 申 書 に  
            印 鑑 証 明 書 （ 相 続 人 全 員 ） を 添 付 し ま す 。  
            他 に 「 権 利 証 」 を 添 付 す る 事 も あ り ま す 。  

 
    【 相  続  人 ：  相 続 権のある方  に つ い て ．．  】  

  ③  戸 籍 の 謄本：相続権のある方全員分           各 １ 通  

  ④  印 鑑 証 明書：相続権のある方全員分           各 １ 通  

  ⑤  分 割 協 議書：相続権のある方全員（本人自署・実印押印）  １ 通  

  ⑥  住  民  票 ： 相続権のある方全員分           各 １ 通  注 -1 

  ⑦  評 価 証 明書：相続する不動産について （ 横 浜 市 は 固 定 資 産 税 課 で 交 付 し ま す ）  

  ⑧  登 記 証 明書：相続する不動産について （ 登 記 簿 謄 本 の こ と で す コ ピ ー も 可 能 ）  

  ⑨  委  任  状 ： 実際に不動産を取得する相続人の方のみ   各 １ 通  
     － － － － －  

      【 注 意 事 項 】  

   ・ 遺 産 分 割 を し な い で す べ て の 財 産 を 平 等 に 共 有 財 産 と し て 相 続 （ 法 定 相 続 ） す る  
    場 合 に は ④ ⑤ の 書 類 は 原 則 と し て 不 要 で す 。  
   ・ 遺 産 分 割 協 議 書 ⑤ に は 登 記 対 象 の 不 動 産 以 外 の 財 産 に つ い て も な る べ く 記 載 し て  
    同 意 を 得 て お く こ と を お 勧 め し ま す 。  
   ・ 御 依 頼 に 基 づ い て ⑤ と ⑨ の 書 面 を 作 成 し ま す 。 署 名 （ 記 名 ） 押 印 を お 願 い し ま す 。  
   ・ 相 続 人 の 御 依 頼 に 基 づ い て （ ④ を 除 き ） 代 行 取 得 し ま す 。  
      （  ⇒  別 途 『 委 任 状 と 本 人 確 認 資 料 ・ 身 分 証 明 書 』 が 必 要  ）  
            ↓  
       「 書 類 の 代 行 取 得 」 の 御 依 頼 は 、  
     下 記 の 事 項 に つ い て の 情 報 を お 知 ら せ く だ さ い 。  

      ・ 被 相 続 人 の  死 亡 年 月 日  お よ び  生 年 月 日  
      ・ 被 相 続 人 の  最 終 住 所 地  お よ び  本 籍 地 （ ご 存 知 の 場 合 ）  

      ・ 相 続 す る 不 動 産 の 明 細 が わ か る 資 料  
         ⇒ 権 利 証 の コ ピ ー 、 固 定 資 産 税 の 納 税 通 知 書 e t c .  
 
   注 -1   生 年 月 日 ・ 本 籍 地 の 記 載 を 省 略 せ ず 、 す べ て 表 示 さ れ た 住 民 票  

       と し て 証 明 を 受 け て く だ さ い 。  
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     ■  遺産分割とは？  
 
 
  相 続 人 間で、被相続人の財産について協議を行い、個々の財産を分けて相続  
  す る 事 を遺産分割と呼びます。  
  不 動 産 の相続登記をする為には『遺産分割協議書』を作成して法務局に提出  
  す る 事 により登記が可能です。  
  相 続 人 全員の署名・実印の押印・印鑑証明書の添付が必要です。  
 
  【 遺 産 分割の例】  

        事 例 ：  [相 続 人  A・ B・ C  の ３ 名 ]  と し て 、  

     ・ 不 動 産 甲 を Ａ が 、 不 動 産 乙 を Ｂ が 相 続 、 Ｃ は 相 続 し な い  

     ・ 不 動 産 甲 を Ａ と Ｂ が 共 有 、 不 動 産 乙 を Ｃ が 相 続  

     ・ 不 動 産 甲 を Ａ が 相 続 、 Ｂ 及 び Ｃ は 相 続 し な い  

     ・ 不 動 産 甲 を Ａ が 相 続 、 Ｂ 及 び Ｃ は 現 金 を 相 続  et c .  

 

    不 動 産 以外の相続財産、例えば、  

      自 動 車・預金・株式・その他の金融資産  etc. 

    に つ い ても、この『遺産分割協議書』の提出を求められる事が  
    あ り ま すので、主な財産についてもできる限り記載して協議を  
    済 ま せ ておく事が必要です。  
       ※  遺 産 分 割 に 関 し て は 相 続 人 間 で 全 員 の 同 意 を 得 て 下 さ い 。  
        司 法 書 士 は 、 遺 産 分 割 に 関 す る 相 続 人 の 同 意 に 基 づ い た  
        法 定 書 類 （ 遺 産 分 割 協 議 書 等 ） の 作 成 業 務 を 行 な い ま す 。  
        遺 産 分 割 に 関 す る ア ド バ イ ス は 行 な い ま す が 交 渉 ・ 調 整  
        な ど へ の 関 与 は し ま せ ん 。  
 
    負 債 （ 借金等）の相続、例えば、  
      事 業 上の債務・住宅ローン債務  etc.  
    被 相 続 人の債務も、負の財産として積極財産と共に相続します。  
    相 続 人 間で誰が相続するか、債務を負担する相続人を決める事  
    は 大 切 ですが、負債については【債権者の同意】が必要です。  
    相 続 人 間の協議が絶対ではありませんので、注意が必要です。  
       ⇒  相 続 人 間 で 「 債 務 を 相 続 し な い こ と 」 を 条 件 に  
        合 意 し た と し て も 債 権 者 に は 対 抗 で き ま せ ん 。  
        債 務 を 相 続 し た く な い 場 合 は 、 家 庭 裁 判 所 で の  
        放 棄 ・ 限 定 承 認 、 の 手 続 が 必 要 で す 。  
    住 宅 ロ ーンが残る場合などは、協議の前に金融機関に相談する  
    事 を お 勧めします。  


